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② リサイクルセンターを利用した再利用の推進 
 

各部署で不要となった備品や、摩耗・損傷に

より使用できなくなった備品等をリサイクルセ

ンターでリニューアルし、保管しています。そ

の状況は行政ＷＡＮにより各部署へ情報提供さ

れ、必要とする部署での再利用を図っています。 
 

 
 
 
 

 
③ 大型シュレッダーによるペーパー 

リサイクルの推進 
 
紙類のリサイクルについては、従来新聞紙等

に限られていたのを、大型シュレッダーで処理

を行うことにより、廃棄公文書などコピー用紙

類はコピー紙に、ミックスペーパーは衛生紙に

再生するなど、紙ゴミの再生利用を図っていま

す。 
 
 
 
 
 
 
④ 個人用ゴミ箱の撤廃とリサイクル     

ボックスの配置 
 
 ゴミの分別を徹底するため、個人用ゴミ箱を 

撤去しました。排出されるオフィスのゴミは分

別ボックスにより 15 種類に分別し、廃棄物の減

量やリサイクルを推進しています。 

 
 

紀北県民局では、ゴミの分別の徹底及び尾鷲ヒ

ノキの普及を兼ねて、木製の分別ボックスを設置

しています。 

 

 
 

 これらの取り組みによって、ゴミの資源化率は、平成 13 年度には 81．8％まで伸び、廃

棄物排出量は平成 10 年度に比べ 356 トン減少しました。 

 

大型シュレッダー室

リサイクルセンター
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イ エコイベントシステム 
イベントは公共工事と並んで、大きな環境負荷をかける事業です。そこで、環境に

配慮したイベント（エコイベント）を行うため、平成12年にＮＰＯの皆様との協働で

「エコイベントマニュアル」を作成しました。 

このマニュアルは、以下の方針でまとめています。 

・ 自分たちで決めたことを自分たちで守る 

・ できることから始められるよう柔軟性をもつ 

・ イベントを新しい環境への取組の実験の場として活用する 

・ イベント本来の楽しさを損なわない 

・ 「エコイベントマーク」で自己宣言する 

県では、500人以上の参加者が見込まれる全ての集会

やイベントにこのシステムを適用するとともに、市町村

や民間のイベントにも活用していただくよう呼びかけ

ています。 

平成13年度にこのシステムを適用したイベントは43件あり、そのうち次の９イベン

トが優良事例としてエコイベント評価会議により表彰されました。 

① MIE・みんなで創る環境フェア2001 

② 四日市港まつり 

③ 三重県高校生テクノドリームフェア 

④ 近畿府県合同防災訓練・啓発展示コーナー 

⑤ 第14回全国スポーツ・レクリエーション祭  

⑥ 第55回全国お茶まつり21世紀記念大会 

⑦ 海山町快適環境フェア          

⑧ （財）三重県国際交流財団10周年フェスタ  

⑨ 七里御浜じゃリンピック2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 12 年の環境フェアに参加した

皆さんの投票で決まったエコイベン

トマーク 

  七里御浜じゃリンピック 2001 MIE・みんなで創る環境フェア 2001 
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イ 火災及び油流出事故への備え 

 各庁舎では、火災及び油流出事故の緊急事態に対して適切な対応処置ができるよ

うに対応手順をシステム化し、その訓練を年１回以上行っています。 

 

    平成13年度 緊急事態対応訓練実施庁舎                             
 火災訓練 本庁舎、県民局各庁舎（桑名・四日市・鈴鹿・津・久居・松阪・伊勢・ 

  志摩・上野・尾鷲・熊野）、北勢県民局下水道部庁舎、紀南県民局保 

  健福祉部庁舎、北勢及び中央児童相談所、各家畜保健衛生所（北勢・ 

  中央・南勢・紀州）、中央家畜保健衛生所伊賀支所、北勢水道拡張建 

  設事務所、四日市及び松阪食肉衛生検査所、各ダム管理所（安濃ダム・ 

  君が野ダム・宮川ダム）の25庁舎 

 油流出防止訓練 本庁舎、県民局各庁舎（四日市・鈴鹿・津・久居・松阪・伊勢・志摩・ 

  上野・尾鷲・熊野）、紀南県民局保健福祉部庁舎、各家畜保健衛生所 

  （中央・南勢・紀州）、中央家畜保健衛生所伊賀支所、各ダム管理所 

  （安濃ダム・君が野ダム・宮川ダム）の19庁舎 

 
                                         
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ウ ＥＣＤガスクロマトグラフ機器放射線源事故への対応 

 四日市食肉衛生検査所においては、｢放射性同位元素等による放射線障害の防止

に関する法律｣に基づく放射線障害予防規定により、ＥＣＤガスクロマトグラフ機

器の放射線被曝事故の緊急事態に対して適切な対応処置ができるように、情報伝達

の対応手順をシステム化しています。 

避難訓練（尾鷲庁舎） 
 

火災訓練（鈴鹿庁舎） 
 


